
就労選択支援に係る有識者会議開催要綱 

 

（目的） 

第１条 福祉局長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第

123 号。以下「法」という。）第５条第 13 項に規定する就労選択支援に係る法第 36 条第１項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者の指定（以下「就労選択支援に係る指定障がい福祉サービス事業者の指

定」という。）に関する事項について、有識者等の意見を聴くことを目的として、「就労選択支援に係る

有識者会議（以下「会議」という。）」を開催する。 

 

（聴取事項） 

第２条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 「就労選択支援に係る指定障がい福祉サービス事業者の指定」に係る審査基準に関すること 

(2) 「就労選択支援に係る指定障がい福祉サービス事業者の指定」に係る申請における審査基準の適

合性に関すること 

(3) 「就労選択支援に係る指定障がい福祉サービス事業者の指定」に係る申請における法第 36 条第３

項第３号の基準の適合性に関すること 

(4) その他、会議の目的を達成するのに必要な事項 

 

（会議のメンバー） 

第３条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する有識者等のうちから、福祉局長が委嘱する。 

２ 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。 

 

（座長） 

第４条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。 

２ 座長は、会議の議事を進行する。 

３ 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長の指名する会議のメンバーがその職務を代理する。 

 

（守秘義務） 

第５条 会議のメンバーは、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様

とする。 

 

（開催期間） 

第６条 会議は、令和 10年３月 31日までとする。 

 

（開催方法） 

第７条 必要があると認めたときは、会議をウェブ会議の方法（インターネットを通じて、会議のメンバ

ーの間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。）により開催する

ものとする。 



２ 前項に定めるもののほか、会議のメンバーは、ウェブ会議の方法で会議に参加することができる。こ

の場合において、当該メンバーは、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したもの

とみなす。 

３ 会議のメンバーがやむを得ない事情により出席が困難な場合は、書面等により会議を開催すること

ができる。 

 

（利害関係を有する者に係る取り扱い） 

第８条 会議のメンバーにおいて、第２条第２号及び同第３号の事項に係る意見聴取の対象となる申請

について利害関係を有する者は、当該事項の意見聴取に参加することができない。 

 

（会議の非公開） 

第９条 会議は非公開とする。ただし、必要があると認めたときは、会議又は会議の一部を公開とするこ

とができる。 

 

（会議の庶務） 

第 10 条 会議の庶務は、福祉局障がい者施策部運営指導課において行う。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年６月 17 日から施行する。 


